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国立大学法人大阪教育大学 第４期中期目標 

 

（前文）法人の基本的な目標 
基本理念 

我が国の先導的な教員養成大学として、教育の充実と文化の発展に貢献し、とりわけ教育
界における有為な人材の育成を通して、地域と世界の人々の福祉に寄与する大学であること
を使命とする。 

 
基本理念を実現するためのミッション 

教育現場と真のパートナーシップを構築し、人権を尊重し、継続的かつ一貫した法人の経
営方針のもとアカデミックガバナンスを確立する。さらに、附属学校園等を活用した教育の
ための実証研究によってエビデンスを獲得し、SDGsの実現や、Society5.0や予測困難な知的
創造社会の到来に柔軟に対応できる新たな学校教育へ貢献する大学として不断の教育研究環
境の改善を含めた大学・附属学校改革を推進する。 

 
ミッションを実現するためのビジョン 
１ 学校教育に貢献する人材養成拠点となる大学 

課題解決型の能動的学修を中心とした教育への転換を図り、最善解を導くために必要な専
門的知識及び汎用的能力を鍛える。 

 
２ 教育イノベーションをデザインし、日本の教員養成をリードする大学 

大規模教員養成単科大学のスケールメリットを生かし、附属学校園、国内外の大学、教育
委員会を含む自治体、産業界等との連携を進展させ、ニューノーマルにも対応した、教育現
場に資するイノベーションを創出する。 

 
３ 世界・社会の高度で多様な頭脳循環の拠点となる大学 
・異なる文化との共存や国際協力の必要性を理解し、教育現場の国際化に貢献できる人材の

輩出を通じ、日本の国際化に貢献する。 
・都市型キャンパスを活用した社会人向け大学院教育を展開し、多様な頭脳循環を実現する。 

 
４ 社会や地域の実践的シンクタンク機能を有する大学 

教育現場に求められる変革に対応するため、教育委員会・学校現場・行政・産業界・大学
等が、それぞれ抱える課題（弱み）や資源（強み）を一堂に集積し、大きな成果を生み出す
仕組み（地域連携プラットフォーム）を構築する。 

 
５ 柔軟で継続的に改革を推進する大学 

大学改革の推進や様々な取組への強化を図るため、学長及び大学運営体制のガバナンス機
能を強化する。 

 
６ 多様かつ柔軟な連携を有する大学 

連合教職大学院を構成する大学との連携関係を深めるとともに、教育研究力の向上に資す
るため、他大学との教育研究資源の共有化を推進する。 

 
◆ 中期目標の期間 

中期目標の期間は、令和４年４月１日～令和10年３月31日までの６年間とする。 
 

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 
１ 社会との共創 
（１）我が国の持続的な発展を志向し、目指すべき社会を見据えつつ、創出される膨大な知

的資産が有する潜在的可能性を見極め、その価値を社会に対して積極的に発信すること
で社会からの人的・財政的投資を呼び込み、教育研究を高度化する好循環システムを構
築する。③ 

 
２ 教育 
（２）国や社会、それを取り巻く国際社会の変化に応じて、求められる人材を育成するため、
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柔軟かつ機動的に教育プログラムや教育研究組織の改編・整備を推進することにより、
需要と供給のマッチングを図る。④ 

 
（３）学生の能力が社会でどのように評価されているのか、調査、分析、検証をした上で、

教育課程、入学者選抜の改善に繋げる。特に入学者選抜に関しては、学生に求める意欲
・能力を明確にした上で、高等学校等で育成した能力を多面的・総合的に評価する。⑤ 

 
（４）医師や学校教員など、特定の職業に就く人材養成を目的とした課程において、当該職

業分野で必要とされる資質・能力を意識し、教育課程を高度化することで、当該職業分
野を先導し、中核となって活躍できる人材を養成する。⑩ 

 
（５）学生の海外派遣の拡大や、優秀な留学生の獲得と卒業・修了後のネットワーク化、海

外の大学と連携した国際的な教育プログラムの提供等により、異なる価値観に触れ、国
際感覚を持った人材を養成する。⑫ 

 
（６）様々なバックグラウンドを有する人材との交流により学生の視野や思考を広げるた

め、性別や国籍、年齢や障がいの有無等の観点から学生の多様性を高めるとともに、学
生が安心して学べる環境を提供する。⑬ 

 
３ 研究 
（７）地域から地球規模に至る社会課題を解決し、より良い社会の実現に寄与するため、研

究により得られた科学的理論や基礎的知見の現実社会での実践に向けた研究開発を進
め、社会変革につながるイノベーションの創出を目指す。⑮ 

 
４ その他社会との共創、教育、研究に関する重要事項 
（８）国内外の大学や研究所、産業界等との組織的な連携や個々の大学の枠を越えた共同利

用・共同研究、教育関係共同利用等を推進することにより、自らが有する教育研究イン
フラの高度化や、単独の大学では有し得ない人的・物的資源の共有・融合による機能の
強化・拡張を図る。⑱ 

 
（９）学部・研究科等と連携し、実践的な実習・研修の場を提供するとともに、全国あるい

は地域における先導的な教育モデルを開発し、その成果を展開することで学校教育の水
準の向上を目指す。（附属学校）⑲ 

 
Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

（10）内部統制機能を実質化させるための措置や外部の知見を法人経営に生かすための仕組
みの構築、学内外の専門的知見を有する者の法人経営への参画の推進等により、学長の
リーダーシップのもとで、強靭なガバナンス体制を構築する。㉑ 

 
（11）大学の機能を最大限発揮するための基盤となる施設及び設備について、保有資産を最

大限活用するとともに、全学的なマネジメントによる戦略的な整備・共用を進め、地域
・社会・世界に一層貢献していくための機能強化を図る。㉒ 

 
Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 

（12）公的資金のほか、寄附金や産業界からの資金等の受入れを進めるとともに、適切なリ
スク管理のもとでの効率的な資産運用や、保有資産の積極的な活用、研究成果の活用促
進のための出資等を通じて、財源の多元化を進め、安定的な財務基盤の確立を目指す。
併せて、目指す機能強化の方向性を見据え、その機能を最大限発揮するため、学内の資
源配分の最適化を進める。㉓ 

 
Ⅳ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状況に

係る情報の提供に関する事項 
（13）外部の意見を取り入れつつ、客観的なデータに基づいて、自己点検・評価の結果を可

視化するとともに、それを用いたエビデンスベースの法人経営を実現する。併せて、経
営方針や計画、その進捗状況、自己点検・評価の結果等に留まらず、教育研究の成果と
社会発展への貢献等を含めて、ステークホルダーに積極的に情報発信を行うとともに、
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双方向の対話を通じて法人経営に対する理解・支持を獲得する。㉔ 
 

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 
（14）AI・RPA（Robotic Process Automation）をはじめとしたデジタル技術の活用や、マ

イナンバーカードの活用等により、業務全般の継続性の確保と併せて、機能を高度化す
るとともに、事務システムの効率化や情報セキュリティ確保の観点を含め、必要な業務
運営体制を整備し、デジタル・キャンパスを推進する。㉕ 

 

 


